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業務の適正を確保するための体制（概要図）

取締役会

株主総会

監査委員会 指名委員会監査

報告
監査

会計監査
会計監査人

報酬委員会

内部監査部門長
内部監査部門

内部監査

監査委員会
事務局

各執行役、執行役員

コンプライアンス推進統括執行役

重要事項は執行役会議で決定
事業会社のモニタリングが主な役割
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